
国
連
軍
に
よ
る
人
道
的
団
体
の
保
護

ー

l
紛
争
犠
牲
者
へ
の
継
続
的
援
助
を
求
め
て
1

1

目
次

は
じ
め
に

第
一
章
人
道
的
活
動
の
諸
原
則

第
二
軍
ホ
ス
ト
国
に
よ
る
人
道
的
団
体
の
保
護

第
三
章
国
連
と
人
道
的
団
体
の
連
携

第
四
章
国
連
軍
に
よ
る
人
道
的
団
体
の
保
護

第
五
章
要
員
保
護
条
約
に
よ
る
人
道
的
団
体
の
保
護

お
わ
り
に

は
じ
め
に

武
力
紛
争
は
、
伝
統
的
に
は
国
家
の
聞
の
闘
争
と
さ
れ
て
き
記
。
し

か
し
な
が
ら
、
戦
場
に
お
い
て
傷
者
・
病
者
・
捕
虜
・
丸
院
や
銑
配
な

ど
の
紛
争
犠
牲
者
は
、
国
際
法
に
従
っ
て
人
道
的
に
取
り
扱
わ
れ
な
け

鈴

木

中浮

れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
武
力
紛
争
の
現
場
で
は
、
こ
れ
ら
の
紛
争
犠

牲
者
に
保
護
や
庇
護
を
与
え
る
た
め
、
国
家
や
交
戦
団
体
ば
か
り
か
、

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所

(
U
N
H
C
R
)
や
国
連
食
糧
農
業
機

関

(
F
A
O
)
な
ど
の
人
道
的
国
際
機
関
、
ま
た
、
赤
十
字
国
際
委
員

会

(
I
C
R
C
)
や
他
の
非
政
府
機
関

(
N
G
O
)
が
、
様
々
な
活
動

を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
人
道
を
目
的
と
し
た
団
体
を
本
論
文
で
は
人
道
的
団
体

(vzg凶
E
E江
田
口

C
吋

m
gぽ
注
目
。
ロ
)
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
本
稿
で

は
、
同
間
体
の
設
立
が
政
府
間
の
条
約
や
国
際
組
織
の
決
議
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
か
又
は
非
政
府
機
関
の
よ
う
に
国
内
法
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
か
を
問
わ
な
い
。

紛
争
犠
牲
者
を
助
け
る
為
に
は
、
人
道
的
問
体
の
援
助
が
不
可
欠
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
紛
争
犠
牲
者
の
保
護
を
定
め
た
ジ
ュ
ネ

l
ヴ
諸
条

約
は
人
道
的
団
体
が
様
々
な
任
務
を
行
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
す
な

J¥ 



わ
ち
、
人
道
的
団
体
が
人
道
的
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
一
般
的
権
利
、

紛
争
犠
牲
者
に
救
済
口
問
を
輸
送
・
分
配
す
る
援
助

C
g
2
E
M円台、

紛
争
犠
牲
者
へ
の
訪
問
を
意
味
す
る
保
護

(3芯
怠
訂
)
、
衛
生
要

員
の
活
駅
、
住
民
の
自
発
的
活
劇
、
利
益
保
護
国
が
行
う
人
道
的
任
務

の
人
道
的
団
体
に
よ
る
引
受
で
あ
る
。
ま
た
国
連
諸
機
関
は
、
そ
の
設

立
文
書
の
中
で
問
機
関
の
任
務
と
し
て
人
道
的
活
動
を
規
定
し
た
り
、

後
か
ら
の
実
行
で
行
っ
た
り
し
て
い
る
。

人
道
的
団
体
の
活
動
の
重
要
性
に
鑑
み
、
ジ
ュ
ネ
!
ヴ
諸
条
約
は
人

道
的
団
体
に
国
際
法
上
特
別
な
地
位
を
付
与
し
、
こ
れ
ら
の
団
体
を
受

入
れ
た
ホ
ス
ト
国
は
国
際
法
上
こ
れ
ら
の
団
体
を
保
護
す
る
も
の
と
し

て
き
た
。
一
方
、
人
道
的
団
体
は
そ
の
活
動
が
信
頼
さ
れ
広
く
受
け
入

れ
ら
れ
る
た
め
に
、
活
動
上
の
諸
原
則
を
発
展
さ
せ
て
き
て
お
り
、
そ

の
よ
う
な
活
動
上
の
諸
原
則
の
一
部
は
諸
条
約
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
冷
戦
後
の
武
力
紛
争
に
お

い
て
は
、
と
の
ホ
ス
ト
国
に
よ
る
人
道
的
団
体
の
保
護
の
制
度
は
機
能

し
な
い
場
合
が
生
じ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
道
的
団
体
が
略
奪
の
対
象

と
な
っ
た
り
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
場
合
に
、
人
道
的
団
体
が
、
同
一
地
域
に
展
開
し
て
い
る
国
連
軍

か
ら
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
人
道
的
団
体
が
有
す
る
活
動

上
の
諸
原
則
に
反
す
る
の
か
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
(
た
だ
し
本
稿
は

国
連
軍
に
よ
る
人
道
的
団
体
の
保
護
を
主
要
な
関
心
と
す
る
た
め
、
①

同
一
地
域
に
人
道
的
団
体
だ
け
が
活
動
し
て
お
り
国
連
軍
が
展
開
し
て

J¥ 

い
な
い
場
合
、
②
国
連
軍
自
ら
が
人
道
的
活
動
を
行
う
場
合
、
③
安
全

保
障
理
事
会
の
決
定
に
よ
り
国
連
憲
章
第
七
章
に
基
づ
い
て
活
動
す
る

多
国
籍
軍
が
人
道
的
団
体
を
保
護
す
る
場
合
、
は
考
察
の
範
隠
に
含
ま

な
い
も
の
と
す
る
)
。

本
論
文
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
人
道
的
団
体
の
活
動
上
の
諸
原
則
に
つ

い
て
論
じ
(
第
一
章
)
、
人
道
的
団
体
に
対
す
る
伝
統
的
な
保
護
の
方

法
で
あ
る
ホ
ス
ト
閣
に
よ
る
保
護
と
そ
の
限
界
と
を
検
討
す
る
(
第
二

章
)
。
そ
し
て
こ
の
限
界
を
克
服
す
る
試
み
と
し
て
近
年
顕
著
に
見
ら

れ
る
人
道
的
団
体
と
国
連
と
の
連
携
及
び
調
擦
を
検
討
し
た
後
(
第
三

立
号
、
ソ
マ
リ
ア
と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
で
実
際
に
な
さ
れ

た
国
連
軍
に
よ
る
人
道
的
団
体
の
保
護
を
、
人
道
的
団
体
の
活
動
上
の

諸
原
則
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
(
第
四
章
)
。
最
後
に
国
連
軍
に
よ
る

保
護
と
活
動
上
の
諸
原
則
の
両
立
す
る
範
屈
を
要
員
保
護
条
約
を
手
が

か
り
と
し
て
探
求
す
る
(
第
五
章
)
0

第
一
章

人
道
的
活
動
の
諸
原
則

人
道
的
団
体
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
究
極
的
な
目
的

が
人
道
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
こ
の
人
道
の
原
則
を
達
成
す
る
手
段
と

し
て
他
の
活
動
上
の
諸
原
則
が
派
生
す
る
。
本
論
文
で
は
、
そ
の
よ
う

な
人
道
と
い
う
第
一
の
原
則
か
ら
派
生
し
た
活
動
上
の
諸
原
則
を
大
き

く
一
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
人
道
的
団
体
の



公
平
・
中
立
・
独
立
の
諸
原
則
と
、
②
人
道
的
団
体
が
実
際
に
活
動
を

行
う
ホ
ス
ト
国
に
よ
る
同
意
の
原
則
で
あ
る
。

ω
人
道
的
団
体
の
公
平
・
中
立
・
独
立
の
諸
原
則
に
つ
い
て

伝
統
的
に
人
道
的
団
体
は
人
道
の
原
則
の
他
に
公
平
・
中
立
・
独
立

を
そ
の
活
動
上
の
原
則
と
す
刻
。
こ
れ
ら
の
原
則
が
必
要
と
さ
れ
る
の

は
、
あ
る
人
道
的
団
体
が
公
平
・
中
立
・
独
立
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に

よ
り
、
同
団
体
が
国
々
か
ら
信
頼
さ
れ
て
、
人
道
的
活
動
を
継
続
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
(
初
。

公
平
(
一
B
宮
吋
片
山
由
宮
山
、
)
の
原
則
と
は
、
国
籍
・
人
種
・
宗
教
・
社

会
的
地
位
ま
た
は
政
治
上
の
意
見
に
よ
る
い
か
な
る
差
別
を
も
せ
ず
、

た
だ
苦
痛
の
度
合
に
し
た
が
っ
て
個
人
を
救
う
こ
と
に
努
め
、
そ
の
場

合
、
も
っ
と
も
急
を
要
す
る
困
苦
を
ま
っ
さ
き
に
取
り
扱
う
と
す
る
原

別
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
諸
条
約
は
「
公
平
な
」
団
体
に
つ
い
て
多
く

の
箇
所
で
言
及
し
て
丸
別
、
同
原
則
は
国
際
道
徳
上
の
原
則
で
あ
る
だ

け
で
な
く
実
定
国
際
法
上
の
原
別
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
立

(ロ

2
可
田
宮
可
)
の
原
則
と
は
、
①
戦
闘
行
為
に
加
わ
ら
な
い
こ
と
、

②
政
治
的
・
人
種
的
・
宗
教
的
ま
た
は
思
想
的
性
格
の
紛
争
に
は
参
加

し
な
い
こ
と
を
意
味
す
一
初
。
こ
れ
ら
の
中
立
性
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、

す
べ
て
の
人
か
ら
常
に
信
頼
を
得
る
た
め
で
あ
り
、
中
立
性
を
維
持
す

る
こ
と
は
人
道
的
団
体
の
活
動
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
の
前
提
と

札
却
。
独
立
(
宮
常
習

E
g
n
g
の
原
則
は
、
人
道
的
団
体
に
と
っ

て
そ
れ
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
守
り
、
第
三
者
と
し
て
紛
争
当

事
者
か
ら
受
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
特
に
赤
十
字
基
本
原

則
宣
言
は
、
赤
十
字
が
独
立
し
て
お
り
、
各
国
赤
十
字
が
そ
の
国
の
人

道
的
事
業
の
補
助
者
で
あ
り
、
そ
の
国
の
法
律
に
従
う
が
、
つ
ね
に
赤

十
字
の
諸
原
則
に
し
た
が
っ
て
行
動
で
き
る
よ
う
そ
の
自
主
性
を
保
た

な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
刻
。

ω
ホ
ス
ト
国
の
同
意
の
原
則
に
つ
い
て

国
家
は
国
際
法
上
認
め
ら
れ
た
排
他
的
管
轄
権
を
そ
の
領
域
に
対
し

て
行
使
す
る
た
め
、
領
域
国
こ
そ
、
人
道
的
援
助
が
必
要
な
状
況
に
お

い
て
そ
の
援
助
を
与
え
る
第
一
次
的
責
任
を
免
判
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
道

的
団
体
の
活
動
の
基
礎
は
、
ホ
ス
ト
園
の
同
意
で
あ
り
、
こ
れ
が
得
ら

れ
な
い
場
合
、
現
地
で
の
人
道
的
活
動
は
で
き
札
凶
。

こ
の
例
を
イ
ラ
ク
北
部
の
ク
ル
ド
人
保
護
に
関
す
る

U
N
H
C
R
の

活
動
に
お
い
て
み
て
み
よ
う
。
安
全
保
障
理
事
会
決
議
六
八
八
は
湾
岸

戦
争
後
の
イ
ラ
ク
圏
内
に
お
け
る
ク
ル
ド
人
救
援
の
た
め
の
介
入
を
認

め
た
決
議
で
あ
る
が
、
そ
の
第
三
項
で
、
イ
ラ
ク
に
対
し
て
「
そ
の
す

べ
て
の
地
域
に
お
い
て
救
援
を
必
要
と
し
て
い
る
人
々
に
国
際
的
人
道

団
体
(
宮
芯

g
a芯
口
氏

v
c
B
S
-
S江
田
口
。
吋
宮
口
町
三
日
。
ロ
凹
)
が
直
接

に
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
活
動
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
必

要
な
便
宜
を
利
用
で
き
る
よ
う
要
求
」
し
た
。
米
・
英
・
仏
軍
は
、
同

決
議
に
基
づ
き
イ
ラ
ク
北
部
に
「
ク
ル
ド
人
保
護
区
」
を
設
札
制
。
し

J¥ 



か
し
な
が
ら
、

U
N
H
C
R
の
ク
ル
ド
人
へ
の
援
助
活
動
は
、
決
議
六

八
八
自
体
で
は
な
く
、
こ
の
決
議
六
八
八
に
従
っ
て
、
事
務
総
長
が
イ

ラ
ク
と
の
聞
で
締
結
し
た
了
解
覚
書
(
イ
ラ
ク
の
同
意
)
に
基
づ
い
て

し
た

ω
河
原
則
の
関
係

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
本
章
で
述
べ
て
き
た
こ
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
あ
る
人
道
的
団
体
の
公
平
・
中
立
・
独
立
の
原
則
と
ホ
ス
ト
国

の
同
意
の
原
則
と
が
密
接
な
関
係
を
持
つ
こ
と
で
あ

rm。
人
道
的
団
体

は
公
平
・
中
立
・
独
立
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
頼
を
確
保

し
、
そ
れ
ゆ
え
ホ
ス
ト
国
の
同
意
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ホ

ス
ト
闘
が
自
国
領
域
内
で
の
人
道
的
団
体
の
活
動
に
同
意
を
与
え
る
場

合
、
同
国
は
同
国
の
領
域
内
に
お
い
て
当
該
活
動
を
尊
重
し
そ
れ
を
保

護
す
る
義
務
を
自
ら
引
受
け
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に

ホ
ス
ト
閣
に
よ
る
同
意
の
原
則
と
人
道
的
問
体
の
保
護
が
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
国
際
法
上
、
人
道
的
団
体
の
保

護
は
原
則
と
し
て
ホ
ス
ト
国
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

ホ
ス
ト
閣
に
よ
る
人
道
的
団
体
の
保
護

あ
る
国
の
領
域
に
お
い
て
人
道
的
団
体
が
活
動
す
る
場
合
、
こ
れ
ら

の
人
道
的
団
体
の
安
全
に
つ
い
て
国
際
法
上
第
一
次
的
責
任
を
負
う
の

一
八
四

は
、
問
活
動
に
同
意
を
与
え
た
ホ
ス
ト
閣
で
あ
り
、
こ
の
責
任
は
す
べ

て
の
国
家
が
負
っ
て
い
る
「
そ
の
管
轄
権
内
の
秩
序
の
維
持
と
人
員
及

び
財
産
を
保
護
す
る
と
い
う
規
範
的
且
つ
固
有
な
任
務
」
か
ら
導
か

札
制
。
な
お
本
稿
で
い
う
保
護
に
は
、
国
際
法
上
の
広
義
の
保
護
で
あ

る
外
交
的
保
護
は
含
ま
れ
ず
、
人
道
的
活
動
の
現
場
で
の
直
接
的
な
保

護
の
み
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

ω
国
連
職
員
と
専
門
機
関
職
員
の
場
合

国
連
憲
章
第
一

O
四
条
は
、
国
連
が
そ
の
任
務
の
遂
行
及
び
目
的
の

達
成
の
た
め
に
必
要
な
法
律
上
の
能
力
を
各
加
盟
国
の
領
域
に
お
い
て

享
有
す
る
と
し
、
又
第
一

O
五
条
は
、
国
連
自
体
及
び
そ
の
職
員
が
、

そ
の
目
的
の
達
成
に
必
要
な
特
権
及
び
免
除
を
各
加
盟
国
の
領
域
に
お

い
て
享
有
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
憲
章
の
規
定
を
受
け
て

作
成
さ
れ
た
「
国
際
連
合
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
」
は
一
九

四
六
年
に
既
に
発
効
し
て
お
り
、
又
、
専
門
機
関
に
つ
い
て
も
「
専
門

機
関
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
L

が
一
九
四
八
年
に
発
効
し
て

い
る
。
自
国
内
に
所
在
す
る
国
連
の
諸
機
関
及
び
そ
の
職
員
に
対
し
て

こ
れ
ら
の
特
権
及
び
免
除
を
与
え
る
の
は
ホ
ス
ト
国
で
あ
る
。
さ
ら
に

ま
た
「
国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者
(
外
交
官
を
含
む
)
に
対
す
る
犯
罪

の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約
」
の
「
間
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者
」

(
第
一
条
一
項
)
に
人
道
的
団
体
の
職
員
が
該
当
す
る
場
合
、
ホ
ス
ト

閣
は
、
彼
等
に
対
す
る
殺
人
・
誘
拐
・
身
体
や
自
由
に
対
す
る
侵
害
行



為
、
そ
の
公
的
・
個
人
的
施
設
や
輸
送
手
段
に
対
す
る
暴
力
的
侵
害
行

為
で
身
体
や
自
由
を
害
す
る
も
の
、
こ
れ
ら
の
行
為
の
脅
迫
・
米
遂
・

加
担
を
悶
内
法
上
の
犯
罪
と
す
る
よ
う
立
法
措
置
を
と
り
、
同
犯
罪
が

な
さ
れ
た
場
合
に
は
裁
判
権
を
設
定
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

(
第
二
条
及
び
第
三
条
)
。
又
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
を
防
止
す
る
義
務

を
ホ
ス
ト
国
は
負
っ
て
い
る
(
第
四
条
)
。

ω
民
間
の
人
道
的
団
体
の
場
合

人
道
的
団
体
の
保
護
は
領
域
主
権
を
恨
拠
と
し
て
ホ
ス
ト
悶
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
。

国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
、
そ
の
在
資
す
る

国
の
赤
十
字
社
、
並
び
に
被
保
護
者
に
援
助
を
与
え
る
団
体
は
、
軍
事

上
又
は
安
全
上
の
考
慮
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
制
限
の
範
閣
内
で
、
こ

の
目
的
の
た
め
の
「
す
べ
て
の
使
益
を
当
局
か
ら
受
け
る
L

も
の
と
さ

れ
て
い
る
(
第
四
条
約
第
三

O
条
二
項
)
。
抑
留
国
又
は
占
領
国
は
、

被
保
護
者
に
対
し
て
精
神
的
緩
助
又
は
物
質
的
援
助
を
与
え
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
そ
の
他
の
団
体
の
代
表
者
に
よ
る
被
保
護
者
の
訪
問
を

「
で
き
る
だ
け
容
易
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
条
問
項
)
o
X、

第
一
追
加
議
定
書
は
、
紛
争
当
事
関
が
、
①
紛
争
犠
牲
者
へ
の
保
護
及

び
援
助
を
確
保
す
る
た
め
に
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
よ
る
人
道
的
任

務
の
遂
行
が
で
き
る
よ
う
に
「
可
能
な
す
べ
て
の
使
貨
を
与
え
L

(

第

八
一
条
一
項
)
、
⑨
自
国
の
赤
十
字
の
団
体
が
、
ジ
ュ
ネ

l
ヴ
諸
条
約

及
び
第
一
追
加
議
定
書
の
規
定
並
び
に
赤
十
字
の
基
本
原
則
に
従
い
、

紛
争
の
犠
牲
者
の
た
め
の
人
道
的
活
動
を
行
う
た
め
に
「
必
要
な
便

宜
L

を
与
え
(
同
条
二
項
)
、
③
赤
十
字
の
団
体
及
び
赤
十
字
社
連
盟

が
紛
争
の
犠
牲
者
に
与
え
る
援
助
を
「
す
べ
て
の
可
能
な
方
法
で
容
易

に
す
る
」
と
定
め
る
(
同
条
三
項
)
。
同
条
四
項
は
、
①
締
約
国
及
び

紛
争
当
事
国
が
、
ジ
ュ
ネ
!
ヴ
諸
条
約
及
び
第
一
追
加
議
定
番
に
規
定

す
る
他
の
人
道
的
間
体
で
、
②
そ
れ
ぞ
れ
の
紛
争
当
事
国
に
よ
り
正
当

に
認
め
ら
れ
、
か
っ
、
③
諸
条
約
及
び
こ
の
議
定
書
に
従
い
人
道
的
活

動
を
行
う
も
の
に
、
上
述
の
赤
十
字
の
人
道
的
団
体
の
活
動
に
与
え
ら

れ
る
便
宜
に
類
似
す
る
便
宜
を
で
き
る
限
り
利
用
さ
せ
る
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
議
当
局
の
要
請
に
応
じ
て
慈
善
心
(
円
『
均
一
3
刊
)
か
ら
箪

当
局
の
指
示
の
下
に
自
発
的
に
傷
者
及
び
病
者
を
収
容
し
看
護
す
る
住

民
に
つ
い
て
は
、
箪
当
局
が
、
こ
の
要
請
に
応
じ
た
者
に
対
し
て
必
要

な
保
護
及
び
使
談
を
与
え
る
も
の
と
し
て
い
る
(
第
一
条
約
第
一
八

条)。非
国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
、
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
諸
条
約
の
共
通
第
三
条

は
「
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
し
な
い
者
L

に
保
護
を
与
え
る
べ
き
こ
と

を
定
め
て
い
る
た
め
、
人
道
的
団
体
は
向
規
定
に
基
づ
い
て
保
護
さ

れ
る
。以

上
の
よ
う
な
ホ
ス
ト
国
に
よ
る
人
道
的
団
体
の
保
護
の
義
務
は
、

人
道
的
団
体
が
果
た
す
任
務
の
重
大
性
を
考
慮
し
て
、
国
際
法
上
課
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
八
五



ω
衛
生
要
員
の
場
合

第
一
追
加
議
定
量
一
回
の
第
八
条
例
に
よ
れ
ば
、
衛
生
要
員
と
は
、
紛
争

当
事
国
に
よ
っ
て
、
専
ら
、
医
療
目
的
、
衛
生
部
隊
の
管
理
又
は
医
療

用
輸
送
手
段
の
運
用
若
し
く
は
管
理
に
割
り
当
て
ら
れ
た
者
を
い
う
。

こ
こ
で
い
う
医
療
目
的
に
は
、
傷
者
、
病
者
及
び
難
船
者
の
捜
索
、
収

容
、
輸
送
、
診
察
若
し
く
は
治
療
(
応
急
治
療
を
含
む
)
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
(
第
八
条
例
)
。
ジ
ュ
ネ

1
ヴ
諸
条
約
は
、
国
際
的
武
力
紛
争

の
場
合
、
寸
衛
生
要
員
、
衛
生
部
隊
及
び
衛
生
施
設
の
管
理
に
も
っ
ぱ

ら
従
事
す
る
職
員
L

が
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
、
保
護

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
(
第
一
条
約
第
二
四
条
て
こ
の
衛
生

婆
員
の
保
護
は
、
当
該
任
務
に
従
事
す
る
各
国
赤
十
字
社
及
び
本
国
政

府
が
正
当
に
認
め
た
篤
志
救
済
団
体
に
も
及
ぶ
と
す
る
(
第
一
条
約
第

二
六
条
)
。
さ
ら
に
、
第
一
追
加
議
定
脅
の
第
九
条
二
項
似
は
、
「
公
平

な
人
道
的
団
体
L

が
提
供
し
た
衛
生
要
員
に
、
第
一
条
約
の
第
二
七
条

お
よ
び
第
三
二
条
で
定
め
ら
れ
た
中
立
国
の
承
認
さ
れ
た
団
体
へ
の
保

護
の
関
連
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
非
国

際
的
武
力
紛
争
の
場
合
に
つ
い
て
第
二
追
加
議
定
書
第
九
条
一
一
同
慣
は
、

衛
生
要
員
は
「
尊
重
し
か
っ
保
護
し
さ
れ
る
も
の
と
し
て
お
り
、
そ
の

任
務
遂
行
の
た
め
に
す
べ
て
の
可
能
な
援
助
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
人
道

的
使
命
と
両
立
し
な
い
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
と
し

て
い
る
。

一
八
六

凶
ホ
ス
ト
国
に
よ
る
保
護
の
限
界

以
上
見
て
き
た
と
お
り
人
道
的
問
体
に
保
護
を
与
え
る
義
務
は
国
際

法
上
ホ
ス
ト
国
に
課
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
冷
戦
後
の
地
域

紛
争
が
多
発
す
る
状
況
で
は
、
従
来
と
異
な
り
、
ホ
ス
ト
閣
に
よ
る
同

意
や
保
護
が
必
ず
し
も
得
ら
れ
な
い
地
域
へ
の
人
道
的
団
体
の
派
遣
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
ソ
マ
リ
ア
で
は
一

九
九
一
年
を
通
じ
て
無
秩
序
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
人
道
的
活
動
は
大

変
危
険
で
あ
り
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
は
安
全
の
た
め
何
回
か
撤
収
を
牛

余
儀
な
く

3
札
問
。
ま
た
同
国
に
つ
い
て
は
統
一
タ
ス
ク
フ
ォ
!
ス

(
U
N
I
T
A
F
)
か
ら
第
二
次
国
連
ソ
マ
リ
ア
活
動

(
U
N
O
S
O

M
H
)
へ
の
移
行
期
に
、
そ
の
同
意
と
保
護
を
与
え
る
べ
き
現
地
当
局

が
存
在
し
て
い
な
か
っ
問
。
国
連
は
、
現
地
で
活
動
す
る
人
道
的
団
体

の
要
員
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
現
地
武
装
勢
力

を
問
責
し
、
そ
れ
ら
の
武
装
勢
力
が
伺
団
体
に
保
護
を
与
え
る
よ
う
多

く
の
決
議
を
出
し
た
が
、
そ
の
多
く
は
実
効
性
に
欠
け
て
い
た
。

当
該
状
、
説
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
人
道
的
団
体
が
自
ら
自
衛
行
為

を
行
っ
た
明
、
併
存
H

備
~
専
門
家
を
職
員
と
し
て
雇
用
し
た
明
、
現
地
武
装

勢
力
を
警
備
員
と
し
て
雇
用
し
た
り
、
さ
ら
に
は
特
定
の
国
の
軍
隊
や

関
連
軍
に
安
全
確
保
を
依
頼
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
た
と
え
ば
、

ソ
マ
リ
ア
で
は
、
活
動
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
赤
十
字
国
際
委
員

会
は
武
装
し
た
警
備
員
を
麗
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
問
。
そ
れ
ら
の

措
置
に
よ
っ
て
も
安
全
が
確
保
さ
れ
な
い
場
合
に
は
人
道
的
活
動
を
中



止
し
て
撤
収
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。

現
地
当
局
に
よ
り
保
護
が
与
え
ら
れ
な
い
現
実
に
直
面
し
、
な
お
そ

れ
で
も
人
道
的
救
援
を
継
続
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
人
道
的
関
体

へ
の
保
護
の
提
供
が
不
可
欠
と
な
る
。
次
章
で
は
そ
の
よ
う
な
人
道
的

間
体
の
保
護
を
ホ
ス
ト
国
に
代
わ
っ
て
国
連
が
な
す
場
合
を
検
討
す

る。
第
三
章

国
連
と
人
道
的
団
体
の
連
携

i
i由
連
に
よ
る
人
道
的
活
動
の
調
整
|
|

人
道
的
団
体
の
諸
活
動
を
国
連
活
動
と
連
携
さ
せ
て
調
整
す
る
こ
と

の
重
要
性
は
最
近
に
な
っ
て
特
に
認
識
さ
れ
て
き
て
い
れ
。
調
整
が
必

要
と
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
は
、
各
組
織
の
独
立
を
維
持
し
つ
つ
も
、
援

助
の
効
率
化
・
計
画
化
を
促
進
す
る
た
め
で
あ
る
。
又
、
そ
の
一
方
で

近
年
顕
著
な
こ
と
は
、
非
常
時
に
間
遠
か
ら
保
護
を
受
け
る
た
め
に
民

間
の
人
道
的
団
体
が
国
連
と
連
携
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

本
震
で
は
、
人
道
的
団
体
と
国
連
と
が
こ
の
よ
う
な
連
携
を
な
す
根

拠
と
し
て
、
人
道
的
活
動
を
国
連
諸
機
関
が
調
整
す
る
権
限
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

ω
国
連
の
諸
機
関
に
よ
る
人
道
的
活
動
の
調
繋

専
門
機
関
と
国
連
と
の
調
整
に
つ
い
て
、
国
連
憲
章
第
五
七
条
一
項

は
、
専
門
機
関
と
国
連
と
が
「
連
携
関
係
(
門
巴
え
S
S
E
-
L
を
持
つ

べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
専
門
機
関
の
憲
章
中
で
も
、
協
定
と
い
う

方
法
に
よ
る
専
門
機
関
と
国
連
と
の
連
携
を
義
務
的
な
も
の
と
規
定
し

て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
補
助
機
関
は
、
同
機
関
を
設

置
し
た
主
要
機
関
と
の
関
係
に
お
い
て
、
一
定
程
度
の
自
律
性
を
有
す

る
が
、
設
置
機
関
へ
の
従
属
性
も
維
持
さ
れ
る
。

一
十
刀
、
民
間
団
体
と
関
連
諸
機
関
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
国
連
憲
章

第
七
一
条
に
お
い
て
経
済
社
会
理
事
会
が
、
そ
の
権
限
内
に
あ
る
事
項

に
関
係
の
あ
る
民
間
団
体
(
ロ
O
ロ
1
m
o
耳
目
g
g
g
]
。
諸
国
口
町
田
t
oロ)

と
協
議
す
る
た
め
に
、
適
当
な
取
極
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い

る
。
こ
れ
を
受
け
て
経
済
社
会
理
事
会
と
民
間
団
体
と
の
関
係
で
は
、

経
済
社
会
理
事
会
決
議
一
二
九
六

(upH〈
)
「
民
間
団
体
と
の
協
議

取
決
め
」
が
定
立
さ
れ
て
お
り
、
間
取
決
め
に
お
い
て
民
間
団
体
の
協

議
資
格
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
円
引
。
今
日
で
は
、
こ
の
よ
う
な
様
々

な
取
極
が
国
連
の
議
機
関
と
民
間
団
体
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
〈

M
o

以
下
、
具
体
的
な
国
連
機
関
に
よ
る
調
整
を
み
て
い

ω。

判
悶
連
事
務
総
長
に
よ
る
調
整

国
連
総
会
は
、
一
九
九
一
年
に
採
択
さ
れ
た
「
国
際
連
合
の
人
道
的

緊
急
援
助
の
調
整
の
強
化
L

に
関
す
る
決
議
に
お
い
て
、
事
務
総
長
の

指
導
性
を
認
め
て
い
る
。
同
総
会
決
議
を
受
け
て
、
事
務
総
長
に
よ
っ

て
一
九
九
二
年
に
設
置
さ
れ
た
の
が
人
道
問
題
局

(
D
H
A
)
で
あ

る。

D
H
A
の
任
務
は
、
複
雑
な
人
的
緊
急
状
況
と
突
然
の
自
然
及
び

JI. 
七



技
術
的
災
害
へ
の
悶
連
シ
ス
テ
ム
の
対
応
の
調
整
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
人
道
的
活
動
と
同
じ
地
域
で
国
連
軍

が
展
開
し
て
い
る
場
命
に
は
、
現
地
で
の
全
体
の
活
動
の
調
整
が
、
事

務
総
長
の
特
別
代
表
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
慣
行
が
今
日
で
は
存
在
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

制

U
N
H
C
R
に
よ
る
調
繋

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
規
制
伎
は
高
等
弁
務
官
の
任
務
の
中
に

①
難
民
問
題
を
取
扱
う
民
間
機
関
(
耳
目

g芯
O
話
回
口
町
田
円
宮
口
)
と
の

問
で
最
善
と
考
え
る
手
段
で
接
触
を
保
ち
(
第
八
条
似
て
②
難
民
の

福
却
に
関
連
す
る
諸
民
問
機
関
の
努
力
の
「
調
整
」
を
す
る
と
定
め
る

(
同
条

ω)。
ま
た
、
③
高
等
弁
務
官
が
、
難
民
援
助
を
行
う
の
に
も

っ
と
も
適
格
で
あ
る
と
認
め
る
私
的
及
び
(
適
当
な
場
合
に
は
)
公
的

の
機
関
に
対
し
て
、
難
民
援
助
の
た
め
の
葉
市
金
を
分
配
す
る
も
の
と
す

る
(
第
一

O
条
)
。
さ
ら
に
、
関
連
事
務
総
長
は
、
し
ば
し
ば
人
道
援

助
を
総
合
的
に
管
理
し
指
揮
す
る
「
主
導
機
関
(
】

g
己
主

g
qご
と

し
て

U
N
H
C
R
を
指
定
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
一
年
に
イ

ラ
ク
の
北
部
で
の
援
助
活
動
、
ま
た
現
在
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
行
わ

れ
て
い
る
人
道
的
な
救
援
活
動
に
お
い
て

U
N
H
C
R
が
こ
の
寸
主
導

機
関
し
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

判
そ
の
他
の
政
府
問
機
関
に
よ
る
調
整

た
と
え
ば
、

W
H
O
憲
章
第
七
一
条
は
、

W
H
O
は
、
そ
の
権
限
内

の
事
項
に
関
し
て
「
民
間
の
国
際
の
団
体
と
の
及
び
関
係
政
府
の
同
意

八
八

を
得
て
そ
の
閣
の
政
府
又
は
民
間
の
国
内
の
団
体
」
と
の
協
議
及
び
協

カ
の
た
め
適
当
な
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
又
、

U
N
I

C
E
F
の
場
合
、
間
連
総
会
決
議
五
七

ω第
二
項
糾
に
よ
っ
て
、
関
係

す
る
「
諸
行
動
を
促
進
し
、
か
っ
こ
れ
を
調
整
す
る
こ
と
L

が
任
務
の

一
つ
と
さ
れ
た
。

ω
問
題
の
所
在

以
上
見
た
よ
う
に
、
今
日
の
多
く
の
援
助
活
動
は
国
連
と
の
何
ら
か

の
取
極
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
ま
た
、
人
道
的
団
体
は
、
国
連
の
保
護

を
受
け
る
た
め
に
特
定
の
取
扱
を
国
連
と
締
結
す
る
場
合
も
あ
る
。
し

か
し
人
道
的
団
体
と
国
連
と
の
連
携
に
は
幾
つ
か
の
間
題
点
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
第
一
章
で
見
た
通
り
人
道
的
問
体
は
伝
統
的
に
独
立
の
原
則

を
有
し
て
き
た
。
調
整
を
名
目
に
し
て
こ
の
独
立
の
原
則
が
損
な
わ
れ

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
民
間
の
人
道
的
団
体
が
現
地

当
局
の
同
意
は
得
て
も
、
国
連
と
取
極
を
締
結
せ
ず
に
人
道
的
活
動
を

行
う
場
合
、
こ
の
現
地
当
局
の
同
意
と
現
地
で
の
調
整
を
ま
か
さ
れ
た

国
連
機
関
の
調
整
と
の
問
で
凱
館
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
引
。
さ
ら
に
今

日
で
は
国
連
と
の
連
携
を
有
す
る
こ
と
が
か
え
っ
て
人
道
的
活
動
へ
の

妨
答
の
発
生
に
つ
な
が
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
特
に
、
国
連
軍

が
人
道
的
団
体
と
同
じ
地
域
に
展
開
し
現
地
勢
力
と
緊
張
関
係
に
あ
る

場
合
、
人
道
的
団
体
が
損
害
を
被
る
危
険
性
が
高
ま
る
。



次
掌
で
は
人
道
的
団
体
が
こ
の
よ
う
に
武
力
紛
争
に
直
接
巻
き
込
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
に
、
国
連
軍
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
人
道
的
団

体
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
の
是
非
に
つ
き
検
討
す
る
。

第
四
章

国
連
軍
に
よ
る
人
道
的
団
体
の
保
護

人
道
的
団
体
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
な
ホ
ス
ト
閣
に
よ
る
保
護

や
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
な
国
連
と
の
連
携
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
要
員

の
安
全
が
確
保
さ
れ
な
い
場
合
、
最
終
的
に
は
人
道
的
活
動
を
中
断
し

て
撤
収
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
て

も
紛
争
犠
牲
者
へ
の
援
助
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
地

に
燦
関
し
て
い
る
国
連
軍
か
ら
そ
れ
ら
の
人
道
的
団
体
が
保
護
を
受
け

る
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
現
地
に
展
開
し
て
い
る
国
連
軍
の
法
的
性
質

は
様
々
で
あ
る
。
本
稿
で
は
国
連
軍
を
大
き
く
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、
ホ
ス
ト
国
や
現
地
勢
力
の
同
意
に

基
づ
い
て
展
開
す
る
伝
統
的
な
平
和
維
持
活
動

(
P
K
O
)
に
従
事
す

る
国
連
軍
で
あ
る
。
こ
の
種
類
の
国
連
軍
は
強
制
的
性
質
を
そ
の
本
質

と
は
し
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
安
全
保
障
理
事
会
に
よ
っ
て
設
置
さ

れ
、
間
違
憲
章
第
七
章
に
基
づ
い
て
ホ
ス
ト
悶
の
同
意
を
得
な
い
で
展

開
さ
れ
る
強
制
的
性
質
を
有
す
る
国
連
軍
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
第
七

議
に
基
づ
く
強
制
的
性
質
を
有
す
る
関
連
軍
は
、
冷
戦
が
終
結
し
、
安

全
保
障
理
事
会
が
実
質
的
に
活
動
を
再
開
し
た
こ
と
に
よ
り
、
利
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
章
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
の
国
連
軍
に
よ
っ
て
人
道
的
団
体
が
保

護
さ
れ
る
こ
と
が
、
人
道
的
団
体
の
活
動
上
の
諸
原
則
に
矛
盾
す
る
こ

と
と
な
る
の
か
否
か
を
、
ソ
マ
リ
ア
と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ

の
場
合
を
事
例
研
究
と
し
て
取
り
と
げ
て
、
検
討
す
る
。

川
ソ
マ
リ
ア
の
場
合

ソ
マ
リ
ア
で
は
一
九
九
一
年
一
月
に
内
戦
が
勃
発
し
た
。
内
戦
の
当

初
か
ら
赤
十
字
国
際
委
員
会
は

N
G
O
の
協
力
を
得
て
ソ
マ
リ
ア
全
土

で
援
助
を
行
っ
て
お
り
、
特
に
問
委
員
会
に
よ
る
食
糧
供
給
は
ソ
マ
リ

ア
住
民
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
問
。
国
連
は
一
九
九
一
年
三

月
ま
で
に
ソ
マ
リ
ア
全
土
で
人
道
援
助
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
関
与

し
て
い
た
主
要
な
機
関
は
、

F
A
O、
U
N
D
P、
U
N
I
C
E
F
、

U
N
H
C
R
、
W
F
P
、
W
H
O
で
あ
り
、
こ
の
他
に
三

O
以
上
の

N

G
O
が
国
連
の
「
実
施
協
力
者
(
目
白
立
巾

5
3片山口ぬ℃
ω
3
5
3
)
」
と
し

て
協
力
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
ソ
マ
リ
ア
へ
の
国
連
ソ
マ
リ
ア
活
動

(
U
N
O
S
O
M

I
)
を
最
初
に
設
置
し
た
決
議
七
五
一
(
一
九
九
二
年
四
月
二
四
日
)

は
、
活
動
の
当
初
か
ら
、
そ
の
目
的
と
し
て
、
モ
ガ
デ
イ
シ
オ
の
空
港

及
び
港
の
安
全
確
保
、
関
連
必
要
員
の
「
安
全
の
提
供
(
℃

2
4広
の
お
nc'

吋
山
乏
し
及
び
国
連
救
援
物
資
の
輸
送
護
衛
を
あ
げ
て
い
問
。
間
決
議

}¥ 
九



に
よ
り
現
地
主
要
武
装
勢
力
の
合
意
の
下
に
警
備
要
員
五

O
O名
が
派

遣
さ
れ
た
。
さ
ら
に
決
議
七
七
五
二
九
九
二
年
八
月
二
八
日
)
で

は
、
要
員
の
増
強
が
最
大
三
五

O
O名
ま
で
拡
大
さ
れ
、
そ
の
対
象
が

ソ
マ
リ
ア
全
土
に
広
が
つ
{
問
。

こ
う
し
た
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
治
安
状
況
は
改
善
し
な
か
っ
た
た

め
、
安
全
保
障
理
事
会
決
議
七
九
四
(
一
九
九
二
年
二
一
月
三
日
)
で

は
明
示
的
に
国
連
憲
章
第
七
章
に
依
拠
し
た
多
国
籍
軍

(
U
N
I
T
A

F
)
の
活
動
が
認
め
ら
れ
た
。
同
決
議
で
は
、
寸
ソ
マ
リ
ア
で
の
紛
争

を
原
閣
と
し
、
人
道
的
援
助
の
配
給
に
対
し
て
設
げ
ら
れ
た
障
害
に
よ

っ
て
さ
ら
に
悪
化
さ
れ
た
人
道
上
の
悲
劇
の
重
大
性
が
、
国
際
の
平
和

と
安
全
に
対
す
る
脅
威
で
あ
る
と
認
め
L

、
憲
章
第
七
掌
に
基
づ
い
て

事
務
総
長
及
び
加
盟
国
に
対
し
、
人
道
救
援
活
動
の
た
め
の
安
全
な
潔

境
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
と
る
こ

と
が
承
認
さ
れ
問
。

こ
の

U
N
I
T
A
F
の
活
動
に
よ
っ
て
ソ
マ
リ
ア
の
飢
餓
状
態
は
急

速
に
改
善
さ
れ
た
が
、
ソ
マ
リ
ア
に
は
実
効
的
な
政
府
、
組
織
さ
れ
た

文
民
警
察
、
規
律
あ
る
軍
隊
が
存
在
せ
ず
、
武
装
解
除
も
十
分
で
な
か

っ
た
。
国
連
軍
に
よ
る
強
制
行
動
を
ソ
マ
リ
ア
で
行
う
こ
と
と
な
る
U

N
O
S
O
M
H
へ
の
移
行
を
決
定
し
た
決
議
八
一
四
(
一
九
九
一
一
一
年
三

月
二
六
臼
)
は
、
そ
の
前
文
で
「
悶
連
、
諮
問
家
、
非
政
府
組
織
を
代

表
し
て
人
道
的
努
力
に
従
事
し
て
い
る
人
員
に
対
す
る
暴
力
行
為
」
に

つ
い
て
遺
憾
の
意
を
表
し
、
ソ
マ
リ
ア
全
土
の
安
全
な
環
境
を
強
化
・

九。

拡
大
及
び
維
持
す
る
責
任
を
持
つ

U
N
O
S
O
M
H
が
「
以
下
の
点
に

つ
き
資
任
を
持
ち
得
る
新
た
な
ソ
マ
リ
ア
警
察
に
移
管
さ
れ
る
ま
で
の

問
、
必
要
に
応
じ
て
、
国
際
連
合
及
び
そ
の
機
関
、
赤
十
字
国
際
委
員

会
並
び
に

N
G
O
の
要
員
、
設
備
及
び
装
備
を
保
護
し
、
か
っ
、
そ
れ

ら
の
資
材
と
要
員
を
攻
撃
し
、
又
は
攻
撃
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
す
べ
て

の
武
装
勢
力
を
無
力
化
す
る
の
に
必
要
と
さ
る
べ
き
強
制
行
動
を
と
る

こ
と
L

を
許
可
し
〔
問
。

一
九
九
三
年
六
月
五
日
に
、
二
四
名
の
パ
キ
ス
タ
ン
の

P
K
O
隊
員

が
死
亡
す
る
事
件
が
発
生
す
る
と
、
決
議
八
三
七
(
一
九
九
三
年
六
月

六
日
)
に
お
い
て
、
憲
章
第
七
章
に
基
づ
き
国
連
要
員
を
攻
撃
し
た
責

任
者
の
逮
捕
等
が

U
N
O
S
O
M
H
の
任
務
に
含
ま
れ
、
同
事
件
の
犯

人
の
処
罰
を
な
す
権
限
が
函
連
事
務
総
長
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
(
問
。

そ
の
後
も
、
一
九
九
四
年
一
月
六
日
の
事
務
総
長
報
告
は
、
人
道
的

活
動
に
治
安
問
題
が
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
〈
叫
ん
0

そ
の
た
め
決
議
八
九
七
(
一
九
九
四
年
二
月
四
日
)
で
、

U
N
O
S
O

M
H
は
そ
の
規
模
が
縮
小
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
マ
ン
デ
ー

ト
に
は
人
道
援
助
の
た
め
に
必
要
な
施
設
の
安
全
確
保
、
人
道
援
助
や

難
民
帰
還
の
支
援
、
要
員
の
安
全
確
保
な
ど
が
依
然
と
し
て
含
ま
れ
で

し
た興

味
深
い
こ
と
は
、
ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
立

場
で
あ
る
。

U
N
O
S
O
M
H
と
現
地
勢
力
の
閣
で
戦
闘
が
行
わ
れ
て

い
た
時
、

U
N
O
S
O
M
H
の
任
務
の
中
に
は
赤
十
字
国
際
委
員
会
の



保
護
が
含
ま
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
委
員
会
は
現
地
武
装
勢

力
と
酉
連
軍
と
の
間
で
中
立
と
独
立
を
維
持
し
続
け
た
の
だ
っ
問
。

ω
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
場
合

出
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
つ
い
て
は
国
連
が
紛
争
の
初
期
か
ら
人
道
救

援
を
提
供
し
て
お
(
問
、
一
九
九
一
年
一

O
月
二
五
日
に
国
連
事
務
総
長

は
U
N
H
C
R
に
対
し
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
内
の
避
難
民
の
救
援
を
要

請
し
、
一
九
九
一
年
一
一
月
に
国
連
事
務
総
長
に
よ
り
、

U
N
H
C
R

が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
援
助
に
お
い
て
主
導
的
役
割
を
有
す
る
機
関

(
一

g仏

国

ぬ

g円
三
に
指
定
さ
れ
た
。

一
九
九
二
年
四
月
一
一
日
、

U
N
H
C
R
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ

ェ
ゴ
ビ
ナ
紛
争
難
民
に
対
す
る
援
助
・
食
糧
の
配
給
を
開
始
し
た
が
、

一
九
九
二
年
六
月
五
日
に
、
戦
闘
に
よ
っ
て
人
道
援
助
活
動
に
障
害
一
が

生
じ
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
職
員
が
殺
害
さ
れ
る
事
件
が
お
き
た
。

特
に
援
助
物
資
の
搬
入
の
拠
点
で
あ
る
サ
ラ
エ
ボ
空
港
の
使
用
も
困
難

に
な
っ
た
た
め
、
安
全
保
障
理
事
会
の
要
請
を
受
け
て
国
連
保
護
隊

(
U
N
P
R
O
F
O
R
)
が
空
港
の
安
全
確
保
を
行
う
こ
と
で
、
す
べ

て
の
関
係
当
事
者
の
間
で
合
意
が
成
立
し
(
問
。
こ
の
合
意
を
受
け
て
決

議
七
五
八
(
一
九
九
二
年
六
月
八
日
)
に
お
い
て
安
全
保
障
理
事
会

は、

U
N
P
R
O
F
O
R
を
サ
ラ
エ
ボ
空
港
に
派
遣
す
る
事
務
総
長
の

権
限
を
承
認

ω、
U
N
P
R
O
F
O
R
の
任
務
は
、
人
道
援
助
物
資
及

び
関
連
要
員
の
空
港
か
ら
市
内
へ
の
安
全
な
移
動
の
自
由
の
磯
保
を
合

む
よ
う
に
拡
大
さ
れ
た
。
さ
ら
に
決
議
七
六
一
(
一
九
九
二
年
六
月
ニ

九
日
)
に
お
い
て
、
安
全
保
障
理
事
会
は
、
事
務
総
長
に
対
し
て
、

U

N
P
R
O
P
A
O
R
の
追
加
的
部
隊
が
、
サ
ラ
エ
ボ
空
港
と
人
道
援
助
の

分
配
と
が
安
全
で
あ
り
立
つ
機
能
が
継
続
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

に
、
即
時
に
展
開
す
る
こ
と
を
許
可
し
(
問
。
一
九
九
二
年
七
月
三
日
に

U
N
H
C
R
に
よ
る
人
道
援
助
物
資
の
サ
ラ
エ
ボ
空
輸
が
開
始
さ

れ
た
。一

九
九
二
年
九
月
一

O
日
、
事
務
総
長
は
、
人
道
的
団
体
の
護
衛
を

含
む
国
連
保
護
軍
の
権
限
拡
大
を
旨
と
す
る
報
告
を
安
全
保
障
理
事
会

に
提
出
し
問
。
本
報
告
は
人
道
的
活
動
に
対
す
る
国
連
軍
の
保
護
の
例

と
し
て
興
味
深
い
。
間
報
告
の
中
で
、

U
N
P
R
O
F
O
R
の
任
務
は

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ピ
ナ
全
域
で

U
N
H
C
R
の
人
道
的
救
済
の

提
供
の
努
力
を
支
援
す
る
(
田
口
℃
℃

R
C
こ
と
と
さ
れ
、

U
N
H
C
R

が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
所
及
び
時
に

U
N
H
C
R
の
要
請
に
よ

り
保
護
を
与
え
る
(
胃
o
i
号一刀吋。
Z
2芯
ロ
)
こ
と
と
さ
れ
た
。
一
方
、

U
N
H
C
R
は
、
①
当
該
救
済
の
提
供
の
優
先
順
位
と
救
済
計
画
を
決

定
し
、
②
救
済
輸
送
団
を
組
織
し
、
③
輸
送
経
路
に
そ
っ
て
安
全
な
通

過
の
た
め
交
渉
を
現
地
勢
力
と
行
い
、
④
U
N
P
R
O
F
O
R
が
保
護

す
る
輸
送
回
へ
の
参
加
を
希
望
す
る

N
G
O
及
び
他
の
機
関
の
要
請
の

調
整
を
す
る
責
任
を
負
っ
た
。
決
議
七
七
六
(
一
九
九
二
年
九
月
一
四

日
)
は
、
こ
の
報
告
書
に
お
い
て
示
さ
れ
た
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
、

U
N
P
R
O
F
O
R
の
任
務
を
拡
大
し
規
模
も
増
加
し
た
が
、
そ
の
任

九



務
の
中
に
は
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
要
請
に
よ
っ
て
、
解
放
さ
れ
た
抑

留
者
の
輸
送
開
の
保
護
を
な
す
こ
と
も
含
め
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、

本
決
議
は
国
連
慾
章
第
七
章
へ
の
一
言
及
は
な
く
、
そ
の
活
動
は
武
器
使

用
の
原
則
も
含
め
伝
統
的
P
K
O
の
原
則
に
の
っ
と
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
間
決
議
に
基
づ
き
赤
十
字
国
際
委
員
会
は
、
解
放
さ
れ
た
捕

虜
の
輸
送
の
護
衛
を
要
請
し
た
が
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
は
こ
の
輸
送

の
護
衛
は
紛
争
当
事
者
の
同
意
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
て
い
(
問
。

も
っ
と
も
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ピ
ナ
に
お
り
る

P
K
O
活
動

は
次
第
に
強
制
的
色
彩
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
特
に

U
N
P

R
O
F
O
R
の
移
動
の
自
由
の
砲
側
、
安
全
地
帯
の
訟
鮮
が
決
議
の
中

に
盛
り
込
ま
れ
た
。
さ
ら
に
は
安
全
地
帯
に
お
い
て
攻
撃
を
抑
止
す
る

こ
と
が
じ

N
P
R
O
F
O
R
の
任
務
の
中
に
加
え
ら
れ
て
、
安
全
地
帯

に
対
す
る
攻
撃
・
武
力
侵
入
・
行
動
の
自
由
に
対
す
る
侵
答
に
対
し

て、

U
N
P
R
O
F
O
R
が
憲
章
第
七
議
に
基
づ
い
て
、
「
自
衛
L

の

た
め
の
行
動
冒
と
し
て
武
力
の
行
使
を
含
む
、
必
要
な
指
霞
を
と
る
こ
と

が
許
可
さ
れ
日
。
そ
し
て

N
A
T
O
軍
に
よ
る
空
爆
ま
で
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
関
す
る
国

連
の
公
式
の
立
場
は
、
国
連
が
中
立
民
つ
公
平
な
立
場
を
終
始
維
持
し

て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ゆ

ま

と

め

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ピ
ナ
に
お
い
て
、
決
議
七
五
八
で
な
さ
れ

九

た
よ
う
な
現
地
勢
力
の
同
意
に
基
づ
い
て
展
開
し
た
国
連
軍
に
よ
る
輸

送
護
衛
は
、
人
道
的
活
動
上
の
諸
原
則
に
反
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
場
合
、
人
道
的
団
体
は
現
地
武
装
勢
力
閣
で
公
平
な
団
体
と
し
て

の
国
際
法
上
の
地
位
を
保
持
し
続
げ
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
同
意
に
基

づ
い
て
展
開
す
る
関
連
軍
の
マ
ン
デ
!
ト
は
そ
の
設
立
の
当
初
か
ら
人

道
的
要
員
の
保
護
を
含
む
も
の
も
多
く
、
し
か
も
、
人
道
的
要
員
の
保

護
の
マ
ン
デ
!
ト
は
国
連
軍
が
撤
収
す
る
ま
で
継
続
さ
れ
る
の
が
普
通

で
あ
る
。

も
っ
と
も
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
人
道
的
団
体
の
独
立
の
原
則
か
ら

し
て
、
国
連
箪
の
保
護
を
実
際
に
受
け
る
か
否
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人

道
的
団
体
の
任
務
に
照
ら
し
て
個
々
の
人
道
的
団
体
の
独
立
し
た
判
断

に
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
た
と
え
ば
ソ
マ
リ
ア
で
の
赤
十
字
国
際
委

員
会
の
よ
う
に
)
。
そ
の
意
味
で
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に

関
す
る
決
議
七
七
六
で
な
さ
れ
た
よ
う
に
、
人
道
的
関
体
か
ら
国
連
軍

に
対
し
て
保
護
の
要
請
が
な
さ
れ
る
と
い
う
形
態
が
適
切
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
民
間
の
人
道
的
団
体
で
国
連
の
保
護
を
離
れ
て
単
独
で
活
動

を
継
続
す
る
と
い
う
選
択
肢
を
有
効
に
利
用
し
う
る
団
体
は
、
赤
十
字

国
際
委
員
会
や
国
境
な
き
医
師
団

(
M
S
F
)
の
よ
う
に
経
験
と
能
力

が
あ
る
有
力
な
人
道
的
団
体
に
限
定
さ
れ
る
。
現
実
に
は
本
章
で
見
た

通
り
多
く
の
人
道
的
活
動
が
国
連
軍
を
含
む
国
連
の
諸
機
関
と
連
携
し

て
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
ソ
マ
リ
ア
で
な
さ
れ
た
よ
う
に
、
憲
章
第
七
章
に
基
づ



い
て
ホ
ス
ト
閣
の
同
意
を
得
、
す
に
展
開
さ
れ
る
強
制
的
性
質
を
有
す
る

国
連
軍
に
よ
り
人
道
的
団
体
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
人
道

的
活
動
上
の
諸
原
則
に
反
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
又
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル

ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
で
の
よ
う
に
、
当
初
は
伝
統
的
な
平
和
維
持
活
動
と
し
て

開
始
さ
れ
た
と
し
て
も
、
現
地
当
局
が
国
連
と
あ
る
種
の
緊
張
関
係
に

陥
る
と
、
現
地
当
局
が
同
意
を
与
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
道
的

団
体
が
攻
撃
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
攻
撃
に
対
し
て
国
連

策
が
自
衛
権
を
行
使
す
る
場
合
、
本
来
非
強
制
的
で
あ
る
は
ず
の
間
違

箪
の
活
動
が
部
分
的
に
強
制
行
動
的
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
部
隊
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
は
た
し
て
人
道
的
団
体

の
活
動
仁
の
諸
原
則
に
反
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
人
道
的
団
体
の
活
動
上
の
諸

原
則
と
第
七
章
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
強
制
的
性
質
を
有
す
る
国
連
軍
に

よ
る
保
護
と
が
両
立
す
る
範
聞
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な

る
。
次
章
で
は
要
員
保
護
条
約
を
手
が
か
り
に
し
て
、
こ
の
第
七
章
に

慕
づ
き
強
制
的
性
質
を
有
す
る
国
連
軍
に
よ
る
保
護
と
人
道
的
活
動
上

の
諸
原
則
と
が
両
立
す
る
範
閤
を
明
確
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

第
五
章

要
員
保
護
条
約
に
よ
る
人
道
的
団
体
の
保
護

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
間
違
憲
章
第
七
章
に
基
づ
き
強
制
的

性
質
を
有
す
る
国
連
軍
に
よ
っ
て
保
護
を
受
け
る
人
道
的
団
体
は
、
そ

の
保
護
が
同
窓
や
公
平
・
中
立
・
独
立
と
い
う
活
動

k
の
諸
原
則
と
抵

触
す
る
か
否
か
と
い
う
困
難
な
判
断
を
常
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
強
制
的
性
質
を
有
す
る
国
連
箪
に
よ
る
保
護
と

活
動
上
の
諸
原
則
と
が
両
立
す
る
範
囲
を
、
一
九
九
四
年
一
二
月
に
国

連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
国
際
連
合
要
員
及
び
関
連
要
員
の
安
全
に
関

す
る
条
約
(
以
下
、
要
員
保
護
条
約
と
す
る
ご
の
保
護
の
及
ぶ
範
聞

と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
す
制
。
同
条
約
は
、
国
連
軍
と
人
道

的
団
体
が
連
携
し
て
活
動
す
る
こ
と
そ
前
提
と
し
て
、
こ
の
活
動
に
国

際
法
上
の
保
護
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
条
約
に
つ
い
て

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
第
七
章
が
援
用
さ
れ
同
意
に
基
づ
か
な
い
強
制

的
性
質
を
有
す
る
国
連
軍
と
人
道
的
団
体
と
の
連
携
を
想
定
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

要
員
保
護
条
約
の
保
護
の
人
的
範
囲

ー
関
連
と
人
道
的
団
体
の
連
携
に
つ
い
て
|
|

要
員
保
護
条
約
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
第
二
条
一
項
は

「
こ
の
条
約
は
、
第
一
条
で
定
め
ら
れ
た
国
際
連
合
及
び
関
連
要
員
並

び
に
国
際
連
合
活
動
に
つ
き
適
用
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
国

際
連
合
要
員

(
d口
町
色
沼
田
片
山
。

EH)命
日
。
ロ
D
O
}
)

と
は
、
①
国
際
連
合

活
動
の
軍
事
、
警
察
、
文
民
部
門
の
構
成
員
と
し
て
国
際
連
合
事
務
総

長
に
よ
り
任
用
さ
れ
又
は
配
置
さ
れ
た
者
、
及
び
、
②
国
際
連
合
又
は

国
際
連
合
の
専
門
機
関
又
は
国
際
原
子
力
機
関
の
そ
れ
以
外
の
職
員
及

(1) 

九



び
一
専
門
家
で
、
国
連
活
動
が
な
さ
れ
て
い
る
地
域
に
公
的
資
格
で
所
在

す
る
者
で
あ
る
。
関
連
軍
の
隊
員
に
つ
い
て
は
①
に
該
当
し
、

U
N
H

C
R
に
つ
い
て
は
こ
の
②
に
該
当
す
る
範
閣
で
保
護
さ
れ
る
。
た
だ
し

φ
で
保
護
さ
れ
る
者
は
、
国
連
軍
部
隊
が
展
開
し
て
い
る
地
域
に
所
在

す
る
職
員
に
限
定
さ
れ
れ
。

一
方
、
関
連
要
員
(
回
目
叩
C

三
国
片
足
胃

305a)
と
は
、
①
国
際
連

合
活
動
の
任
務
の
遂
行
を
支
援
す
る
活
動
を
行
う
た
め
、
国
際
連
合
の

権
限
あ
る
機
関
の
同
意
を
得
て
、
政
府
又
は
政
府
問
機
関
に
よ
り
配
属

さ
れ
た
(
凶
器
釘

5
8
者
、
②
国
際
連
合
活
動
の
任
務
の
実
現
を
支
援

す
る
活
動
を
行
う
た
め
、
国
際
連
合
事
務
総
長
又
は
専
門
機
関
、
又
は

国
際
原
子
力
機
関
に
よ
っ
て
任
用
さ
れ
た
窓
口
官
官
仏
)
者
、
③
国
際

連
合
活
動
の
任
務
の
実
現
を
支
援
す
る
活
動
を
行
う
た
め
、
国
際
連
合

事
務
総
長
、
専
門
機
関
、
又
は
国
際
原
子
カ
機
関
と
の
合
意
に
基
づ
い

て
、
人
道
的
な
非
政
府
団
体
又
は
機
関
に
よ
り
、
配
置
さ
れ
た
(
仏
φ

立
。
苦
己
)
者
を
い
刊
。

し
た
が
っ
て
、
同
条
約
で
非
政
府
団
体
の
人
道
的
団
体
が
関
連
要
員

と
し
て
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
以
下
の
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
①
問
団
体
は
人
道
的
団
体
で
あ
る
こ
と
、
@
関
連
要
員
の
活
動
が

国
連
活
動
の
任
務
の
遂
行
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
権
問
慨
を

有
す
る
国
連
機
関
と
人
道
的
団
体
と
が
明
示
的
に
合
意
を
締
結
す
る
こ

と
、
で

ι加
。
つ
ま
り
本
条
約
で
は
、
民
間
の
人
道
的
団
体
と
国
連
と

に
特
別
な
連
携
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
関
連
要
員
に
国
連
要
員
と

九
四

同
等
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
を
正
当
化
し
て
い
る
。
よ
っ
て
国
連
と
の

連
携
を
有
し
な
い
人
道
的
団
体
の
自
主
的
な
活
動
は
関
連
要
員
の
範
鴎

に
は
含
ま
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
国
連
と
人
道
的
団
体
と
の
連
携
は
今
日
笑
際
に
行
わ
れ

て
い
る
人
道
的
活
動
の
実
行
を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

山
ホ
ス
ト
国
に
よ
る
同
意
と
人
道
的
関
体
の
保
護
に
つ
い
て

要
員
保
護
条
約
に
お
い
て
、
人
道
的
団
体
に
保
護
を
与
え
る
の
は
基

本
的
に
ホ
ス
ト
閣
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
約
に
よ
れ
ば
、
国
際
連

合
要
員
及
び
関
連
要
員
、
そ
の
装
備
及
び
公
館
は
、
侵
害
行
為

(
三
百
円
W
)

又
は
そ
れ
ら
の
要
員
が
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
る

行
動
の
対
象
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
(
第
七
条
一
項
)
、
自
国

の
領
域
内
に
配
置
さ
れ
た
国
連
要
員
及
び
関
連
要
員
を
保
護
す
る
た
め

の
適
当
な
措
置
を
締
約
国
が
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
(
同
条

二
項
)
。
そ
れ
ば
か
り
か
ぢ
ら
に
進
ん
で
国
連
要
員
又
は
関
連
要
員
へ

の
侵
害
行
為
を
国
際
犯
罪
と
し
(
第
九
条
て
そ
れ
ら
の
犯
罪
を
防
止

し
処
罰
す
る
第
一
次
的
責
任
を
犯
罪
行
為
地
国
に
負
わ
せ
て
い
る
(
第

一
O
条
一
項
刷
、
第
一
一
条
)
。
そ
し
て
容
疑
者
が
領
域
内
に
所
在
す

る
国
が
、
そ
の
容
疑
者
を
岡
田
で
訴
追
す
る
か
又
は
関
犯
罪
に
つ
き
裁

判
権
を
有
す
る
他
の
締
約
国
に
引
渡
す
義
務
が
あ
る
こ
と

S
E

骨
骨
2
2こ
E
W
R
O
)
を
定
め
る
(
第
一
一
一
一
条
、
第
一
四
条
、
第
一

五
条
)
。



そ
の
一
方
で
、
要
員
保
護
条
約
は
、
入
国
に
あ
た
っ
て
国
家
が
同
意

を
与
え
る
権
利
及
び
義
務
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
要

員
保
護
条
約
の
前
文
は
、
国
際
連
合
活
動
の
実
効
性
と
安
全
は
同
活
動

が
「
ホ
ス
ト
国
の
同
意
と
協
力
を
伴
っ
て
L

な
さ
れ
る
場
合
に
強
化
さ

せ
う
る
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
、
第
二

O
条
例
は
、
国
際
連
合
憲
章
と

両
立
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
「
そ
の
領
域
に
人
を
入
国
さ
せ
る
に
あ

た
っ
て
同
意
を
与
え
る
諸
国
家
の
権
利
及
び
義
務
」
を
明
記
す
る
。
さ

ら
に
第
四
条
は
国
連
活
動
と
そ
の
要
員
に
関
す
る
事
柄
に
つ
き
地
位
協

定
を
ホ
ス
ト
国
と
国
連
が
締
結
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
ホ
ス
ト
国
が
措
置
を
自
ら
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
、
国
際
連
合
及
び
他
の
諸
国
家
は
、
要
員
保
護
条
約
の
第
七
条
三
項

に
基
づ
い
て
ホ
ス
ト
国
に
協
力
を
要
請
で
き
る
が
、
本
稿
の
第
二
章
で

論
じ
た
通
り
ホ
ス
ト
閣
が
無
秩
序
状
態
に
陥
っ
た
場
合
に
は
こ
の
協
力

要
請
の
制
度
が
十
分
に
機
能
す
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
要
員

保
護
条
約
で
は
ホ
ス
ト
国
の
同
意
の
原
則
を
定
め
た
第
二

O
条
例
に
お

い
て
「
国
連
憲
章
と
の
両
立
」
と
い
う
限
定
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

に
よ
り
間
違
憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
活
動
に
つ
い
て
は
、
最
初
か
ら
ホ

ス
ト
国
の
同
意
の
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
ホ
ス
ト
国
の
保
護
義
務
が
、
ホ
ス
ト
闘
に

よ
る
同
意
の
付
与
を
そ
の
前
提
と
は
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
同
意

の
有
無
を
関
わ
ず
に
、
要
員
と
活
動
の
保
護
義
務
を
ホ
ス
ト
閣
が
負
う

こ
と
で
あ
る
。
特
に
憲
章
第
七
章
が
援
用
さ
れ
る
活
動
に
は
、
同
意
の

原
則
そ
の
も
の
が
適
用
さ
れ
な
い
。
以
上
か
ら
、
要
員
保
護
条
約
は
、

国
連
要
員
及
び
関
連
要
員
の
法
的
保
護
義
務
を
明
文
で
定
め
、
し
か
も

ホ
ス
ト
国
に
よ
る
同
意
と
保
護
の
義
務
と
を
分
離
し
た
点
で
、
本
稿
の

第
一
章
で
述
べ
た
人
道
的
活
動
の
諸
原
則
よ
り
も
進
歩
的
な
内
容
を
有

す
る
と
い
え
る
。

保
護
さ
れ
る
国
際
連
合
活
動
の
範
囲

i
i
!国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
法
規
の
適
用
と
自
衛
権

i
i

要
員
保
護
条
約
で
保
護
さ
れ
る
活
動
は
、
国
際
連
合
活
動

(
口
氏
芯
仏

Z
丘町

C
S
O
U
R丘
一
。
ロ
)
で
あ
る
か
、
又
は
同
活
動
の
任
務

の
遂
行
を
支
援
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
「
国
際
連

合
活
動
」
と
は
、
国
際
連
合
憲
章
に
従
っ
て
国
際
連
合
の
権
限
あ
る
機

関
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
、
か
つ
国
際
連
合
の
権
限
及
び
監
督
の
下
で
実

施
さ
れ
る
活
動
で
あ
っ
て
(
第
一
条
例
)
、
①
国
際
の
平
和
及
び
安
全

の
維
持
又
は
回
復
を
目
的
と
す
る
も
の
、
又
は
②
こ
の
条
約
の
適
用

上
、
安
全
保
障
理
事
会
又
は
国
際
連
合
総
会
が
当
該
活
動
に
参
加
す
る

要
員
の
安
全
に
例
外
的
な
危
険
が
存
在
す
る
旨
を
官
一
一
一
一
目
し
た
も
の
を
い

う
。
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
第
一
条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
国
連
活
動

の
概
念
が
第
七
章
に
基
づ
く
強
制
的
性
質
一
を
有
す
る
国
連
箪
の
活
動
も

含
む
広
い
概
念
で
あ
り
、
ホ
ス
ト
国
の
同
意
に
基
づ
い
て
展
開
す
る
非

強
制
的
な
伝
統
的
平
和
維
持
活
動
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。

(3) 

一
九
五



た
だ
し
要
員
保
護
条
約
は
第
二
条
二
項
で
以
下
の
三
つ
の
条
件
を
す

べ
て
満
た
す
国
際
連
合
活
動
に
は
同
条
約
の
保
護
は
及
ば
な
い
と
し
て

適
用
除
外
規
定
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
要
員
の
い
ず
れ
か
が

組
織
さ
れ
た
軍
隊
と
の
交
戦
に
戦
闘
員

(25σ
出
片
山
口
広
)
と
し
て
従

事
し
、
②
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
法
が
適
用
さ
れ
、
窃
国
際
連
合

憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
強
制
行
動
と
し
て
安
全
保
障
理
事
会
に
よ
っ
て

許
可
さ
れ
た
(
出
丘
町
C

ユ
NE)
活
動
に
は
こ
の
条
約
は
適
用
主
れ
な

'わW

一
般
に
ホ
ス
ト
悶
の
同
意
に
基
づ
い
て
展
開
す
る
伝
統
的
な
平
和
維

持
箪
の
場
合
、
同
軍
に
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
法
が
適
用
さ
れ
る

か
否
か
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
行
わ
れ

て
い
る
実
行
に
お
い
て
は
、
山
車
事
要
員
の
活
動
に
適
用
さ
れ
る
一
般
的

問
探
条
約
の
「
諸
原
則
及
び
精
神
」
を
当
該
活
動
に
お
い
て
遵
守
し
尊

重
す
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
丸
山
町
、
そ
の
よ
う
な
関
連
軍
と

共
に
活
動
す
る
関
連
要
員
は
第
二
条
二
項
の
適
用
除
外
の
条
件
を
満
た

さ
ず
要
員
保
護
条
約
の
保
護
の
対
象
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
国
連
憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
国
達
筆
で
あ
っ
て
も
、
要

員
の
い
ず
れ
か
が
戦
闘
員
と
し
て
従
事
し
て
い
な
い
か
、
又
は
、
悶
標

的
武
力
紛
争
に
関
す
る
法
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
要
員
保
護
条

約
の
保
護
が
及
ぶ
こ
と
を
第
二
条
一
一
項
は
合
意
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
第
七
叢
に
基
づ
い
て
ホ
ス
ト
悶
の
同
意
に
基
づ
か
な
い
で
展
開
す

る
国
連
軍
に
は
、
①
侵
略
聞
に
対
す
る
武
力
に
よ
る
制
裁
措
置
の
よ
う

一
九
六

に
、
関
連
軍
が
組
織
さ
れ
た
軍
隊
と
の
交
戦
に
戦
闘
員
と
し
て
従
事
し

国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
法
が
適
用
さ
れ
る
国
連
軍
と
、
②
ソ
マ
リ

ア
や
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ピ
ナ
で
展
開
し
た
悶
連
軍
の
よ
う
に
、

態
意
第
七
章
に
依
拠
さ
れ
て
い
る
が
、
組
織
さ
れ
た
軍
隊
と
の
交
戦
に

戦
闘
員
と
し
て
従
事
し
て
い
な
い
か
、
又
は
閏
際
的
武
力
紛
争
に
関
す

る
法
が
適
用
さ
れ
な
い
悶
連
箪
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
〔
日
。
前
者
の

場
合
は
閤
連
軍
に
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
法
が
適
用
さ
れ
、
同
軍

の
文
民
部
門
も
含
め
て
要
員
保
護
条
約
の
保
護
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
な
関
連
軍
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
人
道
的
団
体
は
、
活

動
上
の
諸
原
則
に
反
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
国
連
軍
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
続
け
る
限
り
、
人
道
的
団
体
と
し
て
の
保
護
も
適
用
さ
れ
な
い
。

一
方
、
後
者
の
場
合
に
は
、
国
連
軍
の
活
動
が
第
七
章
に
基
づ
く
同
意

に
よ
ら
な
い
強
制
的
佐
賀
を
帯
び
る
が
、
要
員
一
保
護
条
約
の
対
象
と
な

り
、
そ
の
よ
う
な
国
連
箪
と
一
緒
に
活
動
す
る
関
連
要
員
も
要
員
保
護

条
約
の
保
護
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

本
条
項
に
つ
い
て
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
本
稿
の
第
四
章
で
見
た

よ
う
に
、
ホ
ス
ト
悶
の
同
意
に
基
づ
い
て
平
和
維
持
活
動
と
し
て
開
始

さ
れ
た
活
動
で
あ
っ
て
も
、
国
連
軍
が
現
地
武
装
勢
力
の
攻
撃
を
受
け

自
衛
と
し
て
武
力
を
行
使
す
る
場
合
で
あ
る
。
要
員
保
護
条
約
は
関
連

要
員
及
び
関
連
要
員
が
自
衛
と
し
て
自
ら
を
守
る
権
利
を
有
す
る
こ
と

を
認
め
て
い
る
た
め
(
第
↓
二
条
)
、
関
連
要
員
へ
の
攻
撃
が
な
さ
れ

た
場
合
、
関
連
軍
が
持
続
的
で
は
な
く
個
々
に
自
衛
と
し
て
武
力
を
行



使
す
る
こ
と
は
、
国
連
軍
が
戦
闘
員
と
し
て
関
与
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
本
条
約
の
保
護
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
と
考

え
ら
れ
出
。
た
だ
し
、
武
力
行
使
が
拡
大
し
国
連
箪
の
た
と
え
一
部
で

も
戦
闘
員
と
し
て
関
与
す
れ
ば
、
文
民
部
門
も
含
め
て
活
動
全
体
が
本

条
約
の
保
護
の
対
象
か
ら
外
れ
る
こ
と
と
な
り
要
員
保
護
条
約
の
保
護

が
及
ば
な
く
な
(
出
。
そ
の
場
合
、
国
連
軍
と
連
携
す
る
人
道
的
団
体
に

は
要
員
保
護
条
約
の
保
護
は
及
ば
な
い
。

人
道
的
団
体
の
活
動
上
の
諸
原
則
と
、
国
連
憲
章
第
七
章
に
基
づ
き

強
制
的
性
質
を
有
す
る
国
連
軍
に
よ
る
当
該
団
体
の
保
護
と
の
両
立
と

い
う
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
す
る
と
、
要
員
保
護
条
約
の
保
護
の
及
ぶ

活
動
を
定
め
る
第
二
条
ニ
項
の
基
準
は
興
味
深
い
。
憲
章
第
七
章
に
基

づ
い
て
強
制
的
性
質
を
有
す
る
国
連
軍
と
密
接
な
連
携
を
有
す
る
人
道

的
団
体
が
、
関
連
要
員
と
し
て
要
員
保
護
条
約
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る

範
囲
は
、
人
道
的
団
体
の
活
動
上
の
諸
原
則
と
憲
章
第
七
章
に
基
づ
く

国
連
軍
に
よ
る
保
護
が
両
立
す
る
場
合
の
一
例
で
あ
る
と
述
べ
て
よ
か

ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
要
員
保
護
条
約
を
理
解
す
れ
ば
、
同
条
約
が
示
唆

し
て
い
る
こ
と
は
、
要
員
の
い
ず
れ
か
が
組
織
さ
れ
た
箪
隊
と
の
交
戦

に
戦
闘
員
と
し
て
従
事
し
て
い
な
い
か
又
は
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す

る
法
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
、
憲
章
第
七
章
に
基
づ
い
て
強
制
的
性
質

を
有
す
る
国
連
箪
に
よ
っ
て
人
道
的
団
体
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
、
人

道
的
団
体
の
活
動
上
の
諸
原
則
に
反
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

国
際
社
会
は
紛
争
犠
牲
者
を
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
彼
等
に
対

す
る
人
道
的
団
体
に
よ
る
援
助
は
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
よ
う
な
人
道
的
団
体
を
保
護
す
る
た
め
の
現
行
の
国
際
法
上
の
制
度

は
、
要
員
保
護
条
約
を
含
め
て
土
木
だ
ホ
ス
ト
閣
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

特
に
ホ
ス
ト
国
が
内
戦
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
機
能
し
な
い
お
そ
れ
が

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
国
連
軍
の
保
護
を
受
け
る
か
否
か
の
決

断
は
人
道
的
団
体
に
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
関
連
憲
章
第
七
章
に

基
づ
く
強
制
的
性
質
を
有
す
る
国
連
軍
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
し
て

も
、
人
道
的
団
体
の
活
動
を
規
律
し
て
き
た
公
平
・
中
立
・
独
立
の
諸

原
則
に
当
然
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
道
的
団
体
の

活
動
上
の
諸
原
則
と
、
憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
強
制
的
性
質
を
有
す
る

国
連
軍
の
保
護
と
が
両
立
す
る
範
囲
の
一
例
は
、
要
員
保
護
条
約
に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
憲
章
第
七
章
に
基
づ
く
強
制
的

性
質
を
有
す
る
国
連
軍
で
あ
っ
て
も
、
同
国
連
軍
が
組
織
さ
れ
た
軍
隊

と
の
交
戦
に
戦
闘
員
と
し
て
従
事
し
て
い
な
い
か
、
又
は
、
国
際
的
な

武
力
紛
争
に
関
す
る
法
が
適
用
さ
れ
な
い
限
り
、
国
連
軍
と
連
携
す
る

関
連
要
員
は
要
員
保
護
条
約
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の

保
護
さ
れ
る
範
囲
こ
そ
、
人
道
的
団
体
の
活
動
上
の
諸
原
則
と
国
連
軍

に
よ
る
保
護
と
が
両
立
す
る
範
囲
の
一
例
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ

一
九
七



っ。
ーま(

1
)

赤
十
字
逮
動
の
創
始
者
で
あ
る
ア
ン
リ
・
デ
ュ
ナ
ン
が
間
際
的
救
護
団
体

を
設
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
間
際
的

な
凶
体
は
本
来
各
図
政
府
が
な
す
べ
き
責
任
を
専
ら
背
負
う
よ
う
な
も
の
で
あ

り
、
あ
く
ま
で
各
岡
山
政
府
に
向
凶
の
傷
病
兵
を
救
う
と
い
う
義
務
を
巣
た
さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
と
批
判
し
た
と
い
う
。
吹
浦
忠
正
『
赤
土
ヂ
と
ア
ン
リ
・
デ
ユ

ナ
ン
』
七

O
i七
一
一
一
頁
(
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
)
及
び
丸
岡
隆
二
『
人

道
と
博
愛
・
平
和
と
中
立
の
二
大
原
人

i
ア
ン
リ
・
デ
ュ
ナ
ン
と
フ
ロ
ー
レ
ン

ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
!
』
間
七

i
問
九
頁
(
丸
問
機
二
、
一
九
九
一
年
)
参

照。
(
2
)

戦
争
犠
牲
者
の
保
護
に
つ
い
て
は
以
下
の
議
規
定
を
参
照
0

1

戦
地
に
あ

る
軍
隊
の
傷
者
及
び
病
者
の
状
態
の
改
議
に
開
閉
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十

一
一
日
の
ジ
ナ
ネ
!
ヴ
条
約
(
以
下
、
第
一
条
約
)
」
の
第
三
条
、
第
一
二
北
京
、

第
一
五
条
。
ぷ
海
上
に
あ
る
軍
隊
の
傷
者
、
病
者
及
び
難
船
者
の
状
態
の
改
義
同

に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
1
ヴ
条
約
(
以
下
、
第
二

条
約
)
L

の
第
一
一
一
条
、
第
一
一
一
条
o

「
捕
虜
の
待
遇
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年

八
月
十
二
日
の
ジ
ユ
ネ
l
ヴ
条
約
(
以
下
、
第
三
条
約
)
し
の
第
一
一
一
条
、
第
一

三
条
、
第
一
四
条
。
「
戦
時
に
お
け
る
文
民
の
保
護
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九

年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ

l
ヴ
条
約
(
以
下
、
第
四
条
約
ご
の
第
三
条
、
第

一
六
条
、
第
一
一
七
条
。
「
千
九
百
四
十
九
年
八
月

1
二
日
の
ジ
ュ
ネ
!
ヴ
諸
条

約
に
追
加
さ
れ
る
国
際
的
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
議
定
努
(
以

下
、
第
一
追
加
議
定
番
)
L

の
第
一

O
条
、
第
一
一
条
、
第
七
五
条
。
「
千
九
百

四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
諸
条
約
に
追
加
さ
れ
る
間
際
的
武
力
紛

九
J¥ 

争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
議
定
番
(
以
下
、
第
二
追
加
議
定
書
)
し
の
第

四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
。

{3)

難
民
の
保
設
に
つ
い
て
は
、
世
界
人
権
宣
言
第
一
四
条
一
項
、
寸
難
民
の

地
位
に
関
す
る
条
約
L

第
三
二
条
一
攻
、
第
一
追
加
議
定
書
第
七
三
条
を
参

照。
(
4
)

人
道
の
考
慮

(2ロ
ω庄
司
ω巴
C
ロ
由
。
内
町
ロ
ヨ
白
旦
々
)
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ウ

ン
リ
ー
は
そ
れ
が
実
定
法
上
の
諸
原
則
に
よ
っ
て
既
に
保
護
さ
れ
て
い
る
人
道

上
の
諸
価
値
に
関
連
す
る
と
す
る
。
切
さ
巧
Z
『」戸間
ν
出回

zn弓
F

E

C
勺
句
口
出
F
H
h

円以叶問問甲山〉
4
5
2
〉「

F
P君
主
任
旦
ニ
忌
き

)

w

釦
H

N
∞
・
ま
た
、
コ
ル
フ
海
峡
事
件

に
お
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
は
人
道
の
選
本
的
考
慮
が
一
般
的
艮
つ
十
分
に
承

認
さ
れ
た
原
別
で
あ
る
と
し
た
。
目
。
』
H
N
n
d
c

ユ
お
怠
L
巳
N
N
・
特
に
、
関
連
憲

拍
車
第
一
条
三
項
は
「
人
道
的
性
質
(
吉
呂
田

E
gユ
き
岳
民
間
円
宮
吋
)
」
を
有
す

る
国
際
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
関
際
協
力
を
達
成
す
る
こ
と
を
酪

連
の
目
的
の
一
つ
に
蹟
い
て
い
る
。
し
か
し
、
「
人
道
し
に
つ
い
て
の
理
論
的

な
位
置
付
け
を
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
問
中
忠
「
人
道
観
念
の
諸

相
」
均
一
リ
沢
一
・
山
本
北
京
一
一
・
波
多
野
間
出
禁
・
筒
井
新
水
・
大
沼
保
陥
編
『
悶
際

法
学
の
再
構
築
(
上
)ι

一
一
七
ー
一
一
九
笈
(
東
京
大
M
f
出
版
会
、
一
九
七

七
年
)
参
照
。

(
5
)

た
と
え
ば
関
連
難
民
高
等
弁
務
官
口
事
務
所
規
程
の
第
二
条
は
高
等
弁
務
官

の
事
業
を
「
人
道
的
お
よ
び
社
会
的
な
も
の
」
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
悶
際

赤
十
字
規
約
の
第
六
条
五
項
で
は
と
く
に
戦
争
、
内
乱
、
閣
内
紛
争
の
場
合
に

行
わ
れ
る
赤
十
字
間
際
委
員
会
の
1

人
道
的
活
動

2
5
5
E
S
ュ2

2
弓
r)
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
∞
片
山
同
E
2
0同
任
。
円

p
g
g目立
C
M
M

と

ma

nv司
cm白
山
品
。
官
円
。
且
『
可
尽
耳
目
ロ
件
。
「
ロ
ω
Z
2
Jと
わ
。
ロ
常
山
門
外
出
回
口
ぬ
。
開
門
F
o
mぬ
且
わ
吋
Cω
田

開
門
長
。
出
由
開
戸
高
山
口

3
N∞
岳
民
凶
吋
ぬ
ぐ
2
0品目丹、
H，C
「。コ
S
Z
H甲
山
一
戸
完
治
ZWN守
札
叫
諮

問

2
4
何回児〉ベ【
C
X
〉「閉山明白(い月一
C
M
山
由
民
〉
沼
口
出
C
C
同
(
H
N
門F
O
弘二同一宮山
ω)
団同門品む叶
1



hpHω 
(6)

国
際
的
武
力
紛
争
に
つ
い
て
は
、
第
て
二
、
三
条
約
の
第
九
条
及
び
第

四
条
約
の
第
一

O
条
。
第
一
追
加
議
定
書
の
第
八
一
条
一
項
第
二
文
。
又
、
非

国
際
的
武
力
紛
争
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
諸
条
約
共
通
第
三
条
及
び
第
二

追
加
議
定
欝
の
第
一
八
条
二
項
。

(
7
)

第
三
条
約
の
第
七
二
条
、
第
七
三
条
、
第
七
五
条
、
第
一
二
五
条
。
第
四

条
約
の
第
五
九
条
第
二
文
、
第
六
一
条
、
第
一

O
八
条
、
第
一

O
九
条
、
第
一

二
条
、
第
一
四
二
条
。
第
一
追
加
議
定
書
の
第
七

O
条。

(8)

第
三
条
約
第
一
二
六
条
四
項
。
第
四
条
約
第
一
悶
三
条
五
項
。

(9)

第
一
条
約
第
二
六
条
、
第
二
七
条
。

(
刊
)
第
一
条
約
第
一
八
条
。

(
日
)
第
一
、
二
、
三
条
約
の
共
通
第
一

O
条
及
び
第
四
条
約
の
第
一
一
条
。
第

一
追
加
議
定
書
第
五
条
四
項
。

(
ロ
)
た
と
え
ば
、

U
N
H
C
R
は
難
民
の
保
護
を
主
要
な
目
的
と
し
て
い
る

が
、
国
連
総
会
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
限
に
基
づ
い
て
物
的
援
助
の
提
供
も

行
っ
て
い
る
。
本
間
治
『
難
民
問
題
と
は
何
か
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
九

O
年
)

八
閉
貰
参
照
。
国
際
児
童
基
金

(
U
N
I
C
E
F
)
に
つ
い
て
は
、
関
係
関
政

府
の
同
意
の
下
に
「
供
給
物
の
正
当
な
利
用
お
よ
び
分
配
ま
た
は
そ
の
他
の
援

助
を
篠
認
す
る
た
め
適
当
と
み
な
す
措
置
」
を
と
り
、
供
給
物
ま
た
は
他
の
援

助
を
人
種
、
信
条
、
国
籍
、
ま
た
は
政
治
的
信
念
の
如
何
を
関
わ
ず
、
必
要
に

応
じ
て
公
平
か
つ
有
効
に
分
配
す
る
任
務
を
有
す
る
。

C
Z
U
2・の〉

m
g・

ミ

2
3宏
g-H-N{『)・また
W
H
O
の
場
合
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
為
、

W

H
O憲
章
第
二
条

ωで
寸
緊
急
援
助
(
ロ

o
n
g
gミ
白
山
内
凶
)
」
を
な
し
う
る
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
。
ハ
リ
。
ロ
由
昨
日
同
口
氏
。
口
。
内
同
町
0

4

司
2
5
出
。
阻
]
号
。
同
開
田
口
一
N
中

広

o
p
〉

3
N
(『)・

(
日
)
人
道
的
団
体
へ
の
攻
撃
が
紛
争
犠
牲
者
の
保
護
に
不
可
欠
な
人
道
的
援
助

そ
の
も
の
の
継
続
を
危
う
く
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
第
五

O

会
期
の
国
連
総
会
へ
の
国
連
の
年
次
報
告
で
事
務
総
長
は
国
連
が
抱
え
る
緊
急

課
題
の
一
つ
と
し
て
、
国
連
要
員
の
安
全
確
保
を
挙
げ
、
適
切
な
対
策
が
と
ら

れ
な
け
れ
ば
国
連
は
「
回
復
不
能
」
な
傷
を
負
う
、
と
加
盟
国
に
呼
び
か
け

た
。
〉
口
出
口
白
]
一
月
80HA
え
吾
巾
巧
。
司
W
O
同
同
町
。
。
『
間
同
巳
N
国立
S
E
8
2
3
3・

E
叫回目・

5
2
4
H
C
O
N
N引

5
R
N
h
g
c
z
u。
n-KF¥〉ハ
U
N品N
D
合
唱
宏
)
噌
官
釦
『
曲
師
・
印

I

由・
(M)

た
と
え
ば
自
然
災
害
及
び
類
似
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
人
道
的
援
助
の

関
係
者
が
「
人
道
、
中
立
及
び
公
平
の
原
則
L

に
考
慮
を
払
う
べ
き
こ
と
を
想

起
し
た
も
の
と
し
て
は
次
の
決
議
を
参
照
。

C
Z
U
2・
〉
¥
河
開
ω¥品印
¥g-

合
唱
さ
r
c
z
u
o
n・
〉
¥
怠
¥
同
∞
凶

(H申由同)・〉ロロ
O
H

(
日
)
』
E
Z
ω
・司自
nJ「開
H
F何
回
旬
開
HZn弔
問

E
E
n問。
HHl岡山。
c
c
F
S回日間
y

〕

{ω

印。・

(日山
)
U
N
I
C
E
F
に
つ
い
て
は
、
供
給
物
ま
た
は
他
の
援
助
を
人
種
、
信

条
、
国
籍
、
ま
た
は
政
治
的
信
念
の
如
何
を
問
わ
ず
、
必
要
に
応
じ
て
「
公
平

か
つ
有
効
に
」
分
配
す
る
こ
と
を
定
め
る
。

c
z
u
R
-
の
〉

mg-
匂
(
同
)

(
同
国
交
山

Y
H
N
(
V
)
(出
}

(
口
)
第
一

i
一
二
条
約
第
三
条
二
項
、
第
九
条
、
第
一

O
条
。
第
四
条
約
第
三
条

二
項
、
第
一

O
条
、
第
一
一
条
、
第
五
九
条
、
第
六
一
条
。
第
一
追
加
議
定
書

第
五
条
一
一
一

i
四
項
、
第
九
条
二
項
料
、
第
二
二
条
二
項
刷
、
第
六
O
条
二
項
、

第
七

O
条
一
項
。
第
二
追
加
議
定
書
第
一
八
条
二
項
。

(

日

)

円

UO露
呈

E
E
H
E
吉田
E
S
S
E
U同

E
2
5
z
E
百
長
ω・
3
2司

ロ何

HA〉
円
。
HA司開宮叶
5
2
口
開
。
開
Z帥
〈
何
唱
。
C
悶
F.
〉
玄
肺
に
。
悶
〉
叶
H
0
2
0
c
m
O同叶

ロ
刷
出
国
F
同
印
印
刷
出
開
叶
ロ
何
回

z
h
F
F
〉
口
開
出
口
〉
Z
∞
F
開
印
司
。
間
口
肘
印
〉
間
宮
肺
開
印
刷
z

n〉認可
K
F

の
Z
開
口
問
。
阿
Z
開
〈
開
口
CHNkroc-HaH由良
Y
H由印
M
.
百

-N印戸

(
m
m
)

同，
F
O
明ロロ色白

5
8
g
}
甲
山
口
広
三
宮
え
仲
田
岡
市

m
a
n
g
g
唱『

o
n
E
s
a

一
九
九



『〆‘汁}】
m
M
U内庁『

EZDMmwHHOロ
mw}
。
。
え
ぬ
吋
命
ロ
円
。
。
『
円
F
O
児。
ι
h
H
j
c
ω
F
ぐ
ぽ
ロ
ロ
P

]中岳山

(
叩
)
亦
十
字
の
独
UA
そ
約
一
保
す
る
た
め
、
新
規
に
各
悶
の
亦
十
字
を
承
認
す
る

に
際
し
て
は
各
閣
の
亦

i
字
社
が
十
分
な
自
治
権
を
有
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

る
o
n
c出
色
立
。
ロ
担
問
。
『
仲
『
命
日
N

め門号同白山門一
C
ロ
C
同
74
由
民
。
口
出
一
月
2
目
。
吋
Om出

子
高
目
。
岳
山
ωHUH-cn
一色
B
a
t山
、
任
命
以
〈
ロ
5

E
芯
吋
ロ
巳
古
コ
即
日
閉
山
E

h

g
留

め
C
口
町
勺
吋
巾
口
門
戸
出
合
弓
rro}口f
]
由h
H
h
p
H
N

め望
L
E
Z
C
口
Z

0
・V

門
戸
〉
吋
・
円
品
u
R旬、コ.ミ~

ミ同町、内向日、一
A
n
E
Z
~
ペ門
]
C
リA
K
F

向山閉山門}(一目。抗出回向。〆民口出門戸
v
同
(]{NHFop-
】喧∞
ω)e
出門

品申叶
JH

甲田

(幻
)
C
X
円)
C
円
・
〉
¥
何
回
出
印
¥
品
川
山
¥
]
出
(
忍
∞
∞
)-H}HamwmwHddzo
田
口
弘
窓
口
1hpN
一
d
z

日)cn
〉¥何回凶∞¥品印¥同(}()(同市山申告}、同〕コ州出
B
t
z
-
C
2
0。
ロ
〉
¥
如
何
∞
¥
品
品
¥
]
{
∞
N

3
3
2
)叫
〉
コ
ロ
め
〆
甘
mw吋白州
w
ム・

(
幻
}
第
:
二
、
二
一
条
約
の
共
通
第
九
条
及
び
第
四
条
約
の
第
一

O
条
は
、
赤

卜
JT悶
際
委
員
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